
い
る
人
は
、
認
め
印
と
保
険
証
を

持
参
。

②
新
た
に
　
歳
に
到
達
し
後
期
高

75

齢
者
医
療
制
度
の
対
象
に
な
っ
た

人
、
国
保
税
を
新
規
に
口
座
振
替

す
る
人
、
振
替
口
座
を
変
更
す
る

人
は
、
認
め
印
と
保
険
証
の
ほ
か

に
事
前
に
利
用
す
る
金
融
機
関
で

口
座
振
替
の
申
し
込
み
手
続
き
を

行
い
、
本
人
控
え
を
持
参
（
郵
送

で
の
申
し
出
も
可
）。

③
す
で
に
納
付
方
法
変
更
の
申
し

出
を
し
て
い
る
人
は
、
再
度
の
申

し
出
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

※
介
護
保
険
料
・
市
県
民
税
の
特

別
徴
収
は
変
更
の
対
象
外
。

架
国
保
年
金
課
保
険
税
班
（
緯
内

線
2
8
1
）、
高
齢
者
医
療
年
金

班
（
緯
内
線
2
8
8
、
2
9
9
）。

　
歳
が
ス
タ
ー
ト

20　
　
　
　
　『
国
民
年
金
』

　
日
本
に
住
む
　
歳
か
ら
　
歳
未

20

60

満
の
す
べ
て
の
人
は
国
民
年
金
に

加
入
し
、
保
険
料
を
納
め
る
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
国
民
年
金
は
、
老
後
の
生
活
保

障
だ
け
で
な
く
、
万
が
一
、
病
気

や
け
が
で
障
害
が
残
っ
た
と
き
や
、

一
家
の
働
き
手
が
亡
く
な
っ
た
と

き
な
ど
、
あ
な
た
や
あ
な
た
の
家

族
を
守
っ
て
く
れ
ま
す
。

　
た
だ
し
、
加
入
の
届
け
出
や
保

険
料
の
納
め
忘
れ
が
あ
る
と
年
金

が
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
も
あ
り

ま
す
。「
あ
の
時
に
…
」
と
後
悔

す
る
前
に
、
国
民
年
金
に
加
入
し

ま
し
ょ
う
。

怯
加
入
の
手
続
き

　
　
歳
に
な
る
人
へ
、
日
本
年
金

20
機
構
か
ら
、
加
入
の
お
知
ら
せ
が

届
き
ま
す
の
で
、
市
役
所
ま
た
は

各
支
所
へ
資
格
取
得
届
を
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
お
知
ら
せ
が
届
か
な
か

っ
た
場
合
は
、
左
記
ま
で
ご
連
絡

携
帯
電
話
は
リ
サ
イ
ク
ル
へ

　
携
帯
電
話
・
Ｐ
Ｈ
Ｓ
端
末
に
は
、

金
、
銀
、
銅
な
ど
の
希
少
金
属
が

含
ま
れ
て
お
り
、
貴
重
な
資
源
と

し
て
再
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　
不
要
と
な
っ
た
携
帯
電
話
・
Ｐ

Ｈ
Ｓ
は
、
左
の
マ
ー
ク
の
あ
る
専

売
店
で
回
収
し
て
い
ま
す
の
で
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

架
ク
リ
ー
ン
推
進
課
ク
リ
ー
ン
推

進
班
（
緯
内
線
3
8
2
）。

ご
み
の
野
焼
き
は

法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す

　
家
庭
や
事
業
所
か
ら
出
た
ご
み

の
野
外
焼
却
…
い
わ
ゆ
る
「
野
焼

き
」
は
、
廃
棄
物
の
不
適
正
な
処

理
の
防
止
や
周
辺
地
域
の
生
活
環

境
に
与
え
る
影
響
か
ら
一
部
の
例

外
を
除
い
て
法
律
で
禁
止
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
そ
の
ま
ま
積
み
上
げ
て
燃
や
し

た
り
、
穴
を
掘
っ
て
燃
や
し
た
り

す
る
ほ
か
、
ド
ラ
ム
缶
な
ど
の
基

準
を
満
た
さ
な
い
構
造
を
使
用
し

て
の
焼
却
も
野
焼
き
と
同
じ
扱
い

に
な
り
ま
す
。

　
野
焼
き
は
「
廃
棄
物
の
処
理
及

び
清
掃
に
関
す
る
法
律
」
で
罰
則

の
対
象
と
な
っ
て
い
ま
す
（
5
年

以
下
の
懲
役
も
し
く
は
1
街
0
0

0
万
円
以
下
の
罰
金
ま
た
は
併

粗　大　ご　み
年始（初回回収日）地　区　名

1/4峨浦部・小倉・和泉・白幡・浦幡新田・高西新田・浦部村新田・木刈・大塚・小倉台・牧の木戸

1/5我船尾・武西・戸神・戸神台・結縁寺・多々羅田・松崎・草深・泉・高花・小林・小林北・小林浅
間・小林大門下・武西学園台・中央南

1/6牙
内野・原山・安食ト杭・和泉屋・押付・笠神・川向・行徳・荒野・酒直ト杭・桜野・佐野屋・
下井・下曽根・将監・甚兵衛・滝・滝野・立埜原・角田・中・中田切・中根・長門屋・萩埜・松木・
みどり台・本埜小林・物木・竜腹寺

1/7画
木下・木下南・木下東・竹袋・平岡・別所・宗甫・大森・鹿黒・亀成・発作・相嶋・浅間前・
西の原・原・東の原・岩戸・大廻・鎌苅・瀬戸・造谷・つくりや台・萩原・平賀・平賀学園台・
舞姫・松虫・美瀬・師戸・山田・吉高・吉田・若萩
※粗大ごみ収集事務所（緯碓80 8686）へ、早めに申し込んでください。受け付けは1/4峨の午前8時30分
　からです。

（７）平成２３年（２０１１）１月１日号

胸年始ごみ収集予定表胸
年　始（初回回収日）

町内会名など（地区名） 資源物燃やさないごみ
有害ごみ

燃やす
ごみ

1/4峨1/11峨1/6牙大森・西埜原・七畝割・六軒・中の口・発作上・
発作下・亀成

1/4峨1/12我1/6牙西の原・東の原・原（千葉ニュータウン）

1/5我1/14画1/6牙木下（上町・下町・幸町）・木下東・竹袋・
木下南

1/5我1/14画1/4峨七軒屋・内川・寺台・仲の側・柏木台・
原（草深）・結縁寺・松崎・宗甫・石道台

1/5我1/12我1/4峨
鹿黒・泉・草深上・多々羅田・船尾・戸神・
戸神台・武西・武西学園台・中央南・内野・
原山・高花

1/5我1/13牙1/4峨古新田

1/5我1/13牙1/4峨別所・鳴沢

1/6牙1/１0
（月・祝日）1/5我本郷・宮内・白幡・浦幡新田・小倉・和泉・

木刈・牧の木戸・大塚・小倉台

1/4峨1/13牙1/5我平岡・馬場・小林牧場・小林台方・小林新田・
砂田・小林北・小林浅間・小林大門下

1/5我1/4峨1/6牙
岩戸・大廻・鎌苅・瀬戸・造谷・つくりや台・
萩原・平賀・平賀学園台・舞姫・松虫・美瀬・
師戸・山田・吉高・吉田・若萩

ビン、缶、紙、布
1/１０俄

プラスチック、
ペットボトル
1/8臥

燃やさないごみ
1/5我
有害ごみ
1/１５臥

1/4峨

安食ト杭・和泉屋・押付・笠神・川向・行徳・
荒野・酒直ト杭・桜野・佐野屋・下井・下曽根・
将監・甚兵衛・滝・滝野・立埜原・角田・中・
中田切・中根・長門屋・萩埜・松木・みどり台・
本埜小林・物木・竜腹寺

※　　　の地区は通常の収集日ではありませんが、臨時収集します。

　「年始のごみの収集」は左表および下表のとおりです。
　なお、粗大ごみの申し込みは1月4日峨からです。
※テレビ・エアコン・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機などは、市では収集しません。購入した小売
店で引き取ってもらうか、市の許可業者に処理を依頼してください。
架印西地区環境整備事業組合（緯碓46 2732）、クリーン推進課クリーン推進班（緯内線383）。

年始のごみ収年始のごみ収集集

ごみ空気輸送地区
年　始（初回投入日）種　　　類

１/４峨・午前８時３０分～・投入口に入れられる燃やすごみ（指定袋　小サイズ）

※投入口に入れられない燃やすごみ（集積所収集）は、1/5我から収集。
・燃やさないごみ（集積所収集）は1/1０（月・祝日）から収集。
・資源物（集積所収集）は1/6牙に収集。

クリーンセンター
クリーンセンターへの直接搬入は1/4峨の午前９時から。
※直接搬入は、大掃除などに伴い多量に排出した時に限ります。

環
境

納
付
方
法
が
変
更
で
き
ま
す

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

る
人
全
員
が
　
歳
以
上
　
歳
以
下

65

74

の
世
帯
は
、
世
帯
主
の
年
金
か
ら

保
険
税
が
天
引
き
（
特
別
徴
収
）

さ
れ
ま
す
。

　
　
歳
以
上
の
人
が
加
入
す
る
後

75
期
高
齢
者
医
療
で
は
、
原
則
と
し

て
個
人
の
年
金
か
ら
保
険
料
が
天

引
き
（
特
別
徴
収
）
さ
れ
ま
す
。

　
な
お
、年
金
受
給
額
、所
得
金
額
、

国
保
で
は
世
帯
要
件
な
ど
に
よ
り
、

特
別
徴
収
の
対
象
に
な
ら
な
い
場

合
も
あ
り
ま
す
。

【
納
付
方
法
を
年
金
の
特
別
徴
収

か
ら
口
座
振
替
に
】

　
変
更
を
希
望
す
る
場
合
、
1
月

　
日
俄
ま
で
申
し
出
が
必
要
で
す
。

31　
期
日
を
過
ぎ
て
申
し
出
を
行
っ

た
場
合
は
、
4
月
分
の
中
止
手
続

き
に
間
に
合
い
ま
せ
ん
の
で
、
6

月
分
以
降
の
年
金
か
ら
中
止
さ
せ

て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

※
国
民
健
康
保
険
税
、
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
の
納
付
状
況
に
よ

っ
て
は
、
口
座
振
替
に
変
更
で
き

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

口
座
振
替
の
残
高
不
足
に
よ
る
振

替
不
能
が
続
く
場
合
は
、
特
別
徴

収
に
戻
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

胸
申
し
出
方
法
…
次
の
と
お
り
。

①
す
で
に
口
座
振
替
を
利
用
し
て

く
だ
さ
い
（
　
歳
前
に
就
職
し
て

20

厚
生
年
金
な
ど
に
加
入
し
て
い
る

人
は
、
第
2
号
被
保
険
者
と
な
り

ま
す
の
で
、
加
入
の
手
続
き
は
不

要
で
す
）。

※
国
民
年
金
の
加
入
は
、
誕
生
日

の
前
日
か
ら
と
な
り
ま
す
。
例
え

ば
4
月
1
日
生
ま
れ
の
人
は
3
月

　
日
か
ら
加
入
に
な
る
の
で
、
保

31険
料
は
3
月
分
か
ら
か
か
り
ま
す
。

架
国
保
年
金
課
高
齢
者
医
療
年
金

班
。

年
金
相
談
所
を
開
設

　
社
会
保
険
労
務
士
に
よ
る
年
金

に
関
す
る
相
談
所
を
開
設
し
ま
す
。

　
年
金
請
求
手
続
き
や
加
入
記
録

の
確
認
、
厚
生
年
金
に
関
す
る
こ

と
な
ど
、
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

胸
日
時
…
1
月
　
日
牙
・
午
前
　

27

10

時
～
午
後
3
時
　
分
。

15

胸
会
場
…
市
役
所
（
大
森
）。

胸
定
員
…
8
人
（
予
約
制
）。

胸
申
し
込
み
…
1
月
　
日
我
ま
で

12

に
左
記
ま
で
（
先
着
順
）。

※
事
前
に
基
礎
年
金
番
号
な
ど
が

分
か
ら
な
い
と
相
談
を
受
け
ら
れ

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

架
国
保
年
金
課
高
齢
者
医
療
年
金

班
。

国
保
・
年
金

1月311月31日日俄俄はは国民健康保険国民健康保険税税・・
後後期期高高齢齢者者医医療療保保険険料料・・介護保険料介護保険料の納期限の納期限

　１月31日俄は、国民健康保険税・後期高齢者医療保険
料・介護保険料の納期限日です。納め忘れのないようにお
願いします。口座振替をご利用の人は、残高不足のないよ
うご確認ください。
　納付が困難な場合は、そのままにせず下記窓口にて納付
相談をしてください。
【保険税（料）が未納の場合】
　保険税（料）を未納のままにすると、各保険サービスを
利用する際に制限を受ける場合があります。
架【国民健康保険税について】国保年金課保険税班（緯内
線281～284）。
【後期高齢者医療保険料について】国保年金課高齢者医療
年金班（緯内線288・299）。
【介護保険料について】介護福祉課介護保険班（緯内線
277）。

科
）。
　
農
業
で
も
農
業
用
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
や
ビ
ニ
ー
ル
の
焼
却
な
ど
は
絶

対
に
行
わ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

　
ご
み
は
定
め
ら
れ
た
処
理
方
法

で
適
正
に
処
理
し
ま
し
ょ
う
。

架
ク
リ
ー
ン
推
進
課
ク
リ
ー
ン
推

進
班
（
緯
内
線
3
8
2
）、
環
境
保

全
課
環
境
指
導
班
（
緯
内
線
3
6

3
）。

「
平
成
　
年
分
公
的
年
金
等

22

の
源
泉
徴
収
票
」
を
送
付

　
平
成
　
年
中
に
厚
生
年
金
、
国

22

民
年
金
な
ど
の
老
齢
ま
た
は
退
職

を
支
給
事
由
と
す
る
年
金
を
受
け

取
ら
れ
た
み
な
さ
ん
に
、
平
成
　22

年
中
に
支
払
わ
れ
た
年
金
の
金
額

や
、
源
泉
徴
収
さ
れ
た
所
得
税
額

や
特
別
徴
収
さ
れ
た
保
険
料
な
ど

を
お
知
ら
せ
す
る
「
平
成
　
年
分

22

公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票
」
が
、

日
本
年
金
機
構
よ
り
、
今
月
中
に

送
付
さ
れ
ま
す
。

　
お
手
元
に
届
い
た
源
泉
徴
収
票

は
年
金
以
外
に
収
入
が
あ
り
所
得

税
の
確
定
申
告
を
す
る
と
き
や
、

源
泉
徴
収
の
還
付
を
受
け
る
と
き

に
添
付
が
必
要
で
す
で
、
大
切
に

保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

　
も
し
、
源
泉
徴
収
票
を
紛
失
さ

れ
た
場
合
は
再
交
付
が
で
き
ま
す

の
で
、
左
記
ま
で
お
申
し
出
く
だ

さ
い
。

※
「
障
害
年
金
」
や
「
遺
族
年
金
」

は
、
非
課
税
で
す
の
で
、
源
泉
徴

収
票
の
送
付
は
あ
り
ま
せ
ん
。

架
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
（
緯
0
5

7
0
―
0
5
―
1
1
6
5
）・
Ｉ

Ｐ
電
話
（
緯
0
3
―
6
7
0
0
―

1
1
6
5
）。


